
自賠責保険・任意保険は、相手方の保険会社について記入してく
ださい。

また、任意保険は、保険会社が事故対応していないケース（被保険
者側の過失が大きい等）でも、加入している場合は、必ず保険会社
名等を記載する。

治療終了の場合は終了日を記載する。

被保険者からの提出書類＿傷病届

〔国民健康保険法施行規則〕
第32条の6 給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者の
属する世帯の世帯主又は組合員は、その事実、当該被保険者の氏名、当該被保険者
が退職被保険者等である場合にあってはその旨、第三者の氏名及び住所又は居所
（氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨）並びに被害の状況を、直
ちに、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に届け出なければならない。

〔高齢者の医療の確保に関する法律施行規則〕
第46条 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは

保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるとき
は、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域
連合に提出しなければならない。
１ 届出に係る事実

２ 第三者の氏名及び住所又は居所（氏名又は住所若しくは居所が明らかでないとき
は、その旨）
３ 被害の状況

〔介護保険法施行規則〕

第３３条の２ 介護給付、予防給付又は市町村特別給付の支給に係る事由が第三者
の行為によって生じたものであるときは、第一号被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事
項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
１ 届出に係る事実

２ 第三者の氏名及び住所又は居所（氏名又は住所若しくは居所が明らかでないとき
は、その旨）
３ 被害の状況
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被保険者加入の保険会社が関与している場合は、「有」に☑し保険
会社名等を記載する。


